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第 1 章 趣旨 

1-1 本計画策定の趣旨 

平成 30 年 12 月に水道法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 92 号。以下「法」

という。）が成立し、改正後の水道法第 22 条の２の規定等に基づき、水道事業者は、厚生

労働省令（水道法施行規則）で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、そ

の維持・修繕を行わなければならないこととなった。 

法に定める基準として、水道法施行規則（昭和 32 年厚生省令第 45 号）（以下「施行規

則」という。）も改定され、水道施設の点検とそれにより異状を確認した際の維持・修繕

の措置、コンクリート構造物における点検・修繕記録の保存等の基準を定められた。 

本方針は、水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン（令和元年９

月 厚生労働省 医薬・生活環境局 以下、ガイドラインとする。）に則り、法令改正を

踏まえ、恵庭市において点検を含む維持・修繕の内容を定めるにあたっての基本的な考え

方と水道施設の修繕計画について示すものである。 

1-2 本計画の位置づけ 

本計画の位置づけとしては、水道事業ビジョン・経営戦略に基づく実施計画となる。 

1-3 本計画の整理方法 

本計画では、次の内容で整理を実施することとする。 

図-1.2.1 計画の位置づけ 

計画対象について 

・対象の整理 

・必須事項の整理 

修繕計画の作成点検ﾏﾆｭｱﾙの作成 

・点検計画整理 

・点検帳票の作成 

・計画期間整理 

・構造物毎の整理 

・概算修繕費用の整理 

STEP1（第 2章） STEP2（第 3章） STEP3（第 4章）

水道事業ビジョン・経営戦略 

水道施設の点検ﾏﾆｭｱﾙ・修繕計画

実施計画（本計画） 

更新・新設の判断 

水道施設の点検調査 

水道施設の診断と評価 

更新・需要見通し等の検討 

実施 

基本計画 
反映 

計画・修正 

点検・修繕等の実施 

図-1.3.1 本計画の整理方法 
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第 2 章 計画対象について 

2-1 計画の対象となる構造物や設備等について 

ガイドラインに基づき、恵庭市における計画対象は次の通りとなる。 

① コンクリート構造物 

② 管路 

③ 水管橋・橋梁添架管 

④ 機械・電気設備 

⑤ 計装設備 

2-2 対象施設 

恵庭市における対象施設としては、牧場配水池、柏木配水池、柏木増圧ポンプ場、西島

松増圧ポンプ場、橋梁添架管、水道管（緊急貯水槽、仕切弁含む）となる。 

【施設数】 令和３年３月現在（見込み） 

  牧場配水池        ２池 

  柏木配水池        ２池 

    緊急貯水槽       １基 

  水道管総延長   約 521.3km 

   仕切弁          約 6,900 箇所 

2-3 必須事項について 

上記にて対象を明記したが、このうち①コンクリート構造物、③水管橋・橋梁添架管、

④機械・電気設備については、ガイドラインにより点検等に係る必須事項が定められてい

る。次章に示す点検マニュアルへ下記の内容を反映させるものとする。 

【①コンクリート構造物について】 

 ・損傷・劣化の有無や程度の把握すること 

 ・目視またはその他の方法による概ね５年に１度の点検すること 

 ・点検年月日の記載、点検実施者、点検結果の記録すること 

【③水管橋・橋梁添架管】 

 ・河川法第１５条の２に基づき、施設を良好な状況に保つよう維持・修繕すること 

【④機械・電気設備】 

 ・電気事業法に基づく電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、

点検に関する事項について定めること 
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2-4 対象区域図 

以下に対象区域を示す。 

西島松増圧ポンプ場 

柏木配水池 

第２庁舎 

柏木増圧ポンプ場 

牧場配水池 
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第 3 章 点検マニュアルの作成について 

本章では、第２章に示した点検対象（①コンクリート構造物、②管路、③水管橋・橋梁

添架管、④機械・電気設備、⑤計装設備）について点検項目、対象施設、点検範囲・頻度、

点検記録に必要な事項を整理する。 

3-1 コンクリート構造物 

【法令根拠】水道法施行規則第十七条の二 

(1)点検項目 

コンクリート構造物は、主要な施設に用いられる場合が多く、損傷によって給水に甚大

な支障が生じる可能性がある。また、点検及び修繕等の適切な実施は施設の長寿命化に繋

がるため、施設の更新需要の平準化に有効となる。コンクリート構造物の点検は、損傷・

劣化の有無や程度の把握を目的として実施する。 

(2)対象施設 

水道法施行規則で規定する「コンクリート構造物（水密性を有し、運転に影響を与えな

い範囲において目視が可能なものに限る。）」（以下「コンクリート構造物［施行規則］」と

いう。）とは、水道事業者等が管理する全ての水道施設のコンクリート構造物のうち、水

密性を有する構造物となる。なお、水道施設のうち、弁室、流量計室、人孔、排水桝等、

安定給水を確保する上で特段の水密性を求めないコンクリート構造物は、対象外とする。 

【対象施設・構造物】 

   牧場第１・第２配水池（躯体）、柏木第１・第２配水池（躯体） 

   牧場配水池の流出・流入バルブ室、柏木配水池の流出・流入バルブ室 

   緊急貯水槽上屋 

(3)点検範囲 

コンクリート構造物［施行規則］の範囲（表-3.1.1）とし、需要者への給水に対して水

量・水質等の影響を与えないことを原則とする。 

なお、コンクリート構造物［施行規則］の損傷・劣化、その他の異状を把握できるよう、

極力広い範囲を対象として行うものとする。（参考-1参照 ※本節の最後） 

部位等 点検範囲 

構造物 

の外面 

・足場を用いずに目視可能な部分 

・地盤面の掘削をせずに目視可能な地盤面以上の部分 

構造物 

の内面 

・水抜きや水位を下げる等、運転を停止又は制限せずに目視可能な部分 

・足場を用いずに目視可能な部分 

・人孔の蓋を開けて、一般的な光源で目視可能な部分 

共通 
・構造物の外面や内面に設置された機械・電気設備を移設せずに目視可能

な部分 

表-3.1.1 コンクリート構造物［施行規則］の点検範囲 
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(4)点検頻度 

点検は、表-3.1.2 に示す通り①初期点検、②日常点検、③定期点検で概ね構成される。

水道法施行規則第 17 条の２第１項第３号においては、この日常点検に相当する内容につ

いて、おおむね５年に１回以上の頻度で実施することとしている。 

点検の対象となる牧場第１配水池及び第２配水池、１配水池及び第２配水池については、

概ね５年毎に池の内部清掃を計画していることから、この時期に合わせて定期点検（表

-2.2.2 日常点検 相当）するものとする。建物については、週に一度、外観等を点検して

いるが、今後は年に一度の定期点検（表-3.1.2日常点検 相当）を追加して実施する。 

種 類 内 容 頻 度 

初期点検 

構造物の初期状態を把握する

ために実施する。構造物全体の

目視点検、ハンマーによるたた

き点検、簡易な計測等による現

地調査及び設計・施工に関する

書類等の調査を行う。 

改修を含めた構造物の供用開始時や保

全管理計画策定時新設構造物では、竣

工検査の結果を初期点検の調査結果と

して利用することができる。 

日常点検 

損傷・劣化の有無や程度を把握

するために、巡視時に目視で行

うこととし、必要に応じてたた

き点検等も併せて実施する。 

数週間から数か月に１回程度 

定期点検 

日常点検では確認が困難な損

傷・劣化の有無や程度を詳細に

把握するために、目視点検やた

たき点検を基本とし、必要に応

じて非破壊試験やコアによる

破壊試験等を行う。なお、点検

範囲には高所や水槽内部等の

日常点検では確認できない範

囲を含める。 

５年から 10 年に１回程度。ただし、

劣化が顕在化しにくい供用初期におい

ては、点検の間隔を長くし、劣化の顕

在化が想定される段階では、間隔を短

くするほか、５年に一度の点検では、

調査項目や調査範囲を限定し、10 年に

一度の点検では、調査項目を多くし、

より広範囲に実施するなど、柔軟に対

応する。 

(5)点検記録に必要な事項 

コンクリート構造物［施行規則］において、点検を実施した場合は、水道法施行規則第

17 条の２第２項に規定する事項（点検の年月日、点検を実施した者の氏名、点検の結果）

を記録する。点検の結果には、損傷・劣化の有無や程度を点検記録表や図面等を用いて記

録する。 

修繕を実施した場合は、水道法施行規則第 17 条の２第３項の規定に基づき、基本事項、

担当者等の氏名、修繕前の状況、修繕方法及び実施状況等、今後の施設管理に活用できる

表-3.1.2 点検の種類と内容 
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情報を記録する。 

具体的な修繕記録の内容については、管末資料（巻末-1_コンクリート構造物点検記録

表、巻末-4_緊急貯水槽点検記録表）に示す。なお、点検は、巻末-その他_コンクリート

の不良・劣化についてを参考に実施する事とする。 

なお、点検結果等の今後の施設管理に活用できる情報については内容を記録し、永続的

に保存する。 

(6)対策 

機能診断と評価により対策が必要と判断された場合には、コンクリート構造物の重要度、

ライフサイクルコスト等を総合的に検討し、点検強化、修繕、更新等、適切な対策を講じ

ることを基本とする。 

（参考写真） 

図-3.1.2 柏木配水池（外部） 

図-3.1.3 牧場配水池（内部） 

図-3.1.1 牧場配水池（外部） 

図-3.1.4 柏木配水池（内部） 
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3-2 管路 

恵庭市で管理する管路としては送水管、配水管がある。ほとんどの管路は、地中に埋設

されているため目視による状態把握が困難である。したがって、管路の状態や埋設環境等

の情報を仕切弁の点検時等に収集する等、非耐震管の劣化状況などを確認し、適切に保全

管理を行う。その上で、管路事故の予防に努める必要がある。 

(1)点検目的 

管路の巡視・点検は、異状箇所の早期発見と管路事故の予防を目的とし、管路の重要度

や老朽度等を勘案して基幹管路等を優先的に実施する。異状がある場合は、速やかに修繕

を行う。巡視・点検の結果は、記録簿に整理して適切に把握する。 

(2)対象施設 

送水管（牧場・柏木配水地内、連絡管含む）、配水管（緊急貯水槽を含む）、配水支管、

バルブ、空気弁等 

(3)対象範囲 

需要者への給水に対して水量・水質等の影響を与えないことを原則とし、目視による点

検が可能な範囲とする。 

(4)点検頻度 

 老朽管(厚労省で示す目標耐用年数を超える等、老朽化が進行している管路)や漏水リス

クが高い管路については、年に１度の点検パトロール（地表・路面上の目視点検）を実施

し、それ以外の管路については、仕切弁の箇所で 4 年に１度以上の点検を音聴棒などを用

いて目と耳で確認しながら実施する。恵庭市における管路の整備延長と特に漏水のリスク

が高い TS継手を用いた管路（管網）図を次頁以降に示す。 

(5)点検記録に必要な事項 

異状箇所の早期発見と管路等の事故発生を予防する目的として、巡視・点検は点検記録

表については、巻末-2_管路・バルブ類点検記録表に示す。また、記録表には、過去の修繕

の履歴や点検後の修繕方法の概要を記載することとする。また、修繕が完了した場合には、

修繕の完了を追記することとする。 

(6)対策 

機能診断と評価により対策が必要と判断された場合には、管路の重要度、ライフサイク

コスト等を総合的に検討し、管路更新計画と整合性を確認しながら修繕等を検討する。 
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（参考） 管路の整備状況 
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（参考） TS 管の整備状況 

- 9 -



3-3 水管橋及び橋梁添架管 

恵庭市で管理する水管橋及び橋梁添架管（以下、水管橋等とする）については、その多

くが河川や排水路などに架橋されている。環境としては、露出されているため非常に過酷

な環境といえることから、比較的頻度の高い巡視・点検によって管路事故の予防に努める

必要がある。 

(1)点検目的 

水管橋等の巡視・点検は、異状箇所の早期発見と管路事故の予防を目的とし、管路の重

要度や老朽度等を勘案して基幹管路等を優先的に実施する。異状がある場合は、速やかに

修繕を行う。巡視・点検の結果は、記録簿に整理して適切に把握する。 

(2)対象施設 

橋梁添架管、バルブ、空気弁等 

(3)対象範囲 

需要者への給水に対して水量・水質等の影響を与えないことを原則とし、目視による点

検が可能な範囲とする。 

(4)点検頻度 

 毎年点検を実施し、月一回の日常パトロールを実施する。 

(5)点検記録に必要な事項 

異状箇所の早期発見と管路等の事故発生を予防する目的として、巡視・点検を実施する

こととし、点検記録表を巻末-3_水管橋（添架管）点検記録表に示す。また、記録表には、

過去の修繕の履歴や点検後の修繕方法の概要を記載することとする。また、修繕が完了し

た場合には、修繕の完了を追記することとする。 

(6)対策 

機能診断と評価により対策が必要と判断された場合には、管路の重要度、ライフサイク

ルコスト等を総合的に検討し、管路更新計画と整合性を確認しながら修繕等を検討する。 

図-3.3.2 橋梁添架管（柏橋） 図-3.3.1 橋梁添架管（排水橋） 

（参考写真） 
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3-4 機械・電気設備 

 機械・電気設備の機能を長期にわたり安定して保持するには、機器の構造、性能及びシ

ステム全体を熟知して適切な保全管理を行うことが重要である。保全管理にあたっては、

設備診断技術の動向を見据えて、状態監視保全も組み合わせた合理的で経済的な保全方式

としていくことが重要である。また、水道施設の機械・電気設備は、連続して長期間使用

されるという厳しい使用条件にあるため、機器、部品の平均故障間隔を考慮した適切な保

全を行う必要がある。 

(1)点検目的 

機械・電気設備の巡視・点検は、異状箇所の早期発見と送水停止等の事故の予防を目的

とし、機器の重要度や老朽度等を勘案して計画的に実施する。異状がある場合は、速やか

に修繕を行う。巡視・点検の結果は、記録簿に整理して適切に把握する。 

(2)対象施設 

 対象となる施設は、牧場・柏木配水池、柏木・西島松増圧ポンプ場及び緊急貯水槽にあ

る設備となる。表-3.4.1に対象物を示す。 

(3)点検範囲 

点検としては、ポンプ・電動機、バルブ類、及び電気事業法に電気関連する工作物が該

当する。 

(4)点検頻度 

牧場・柏木配水池、柏木・西島松増圧ポンプ場の巡視点検を週に１回実施するものとし、

電気事業法で定められた自家用電気工作物の点検は、牧場配水池については隔月毎、西島

松・柏木増圧ポンプ場については毎月実施する。 

緊急貯水槽（はなふる）の点検については６か月毎に実施するものとする。 

分 類 設備の種類 対象施設 

ポンプ・電動機 各種ポンプ、電動機 
牧場配水池、柏木配水池、柏木増圧ポンプ場、

西島松増圧ポンプ場 

バルブ類 

バタフライ弁、仕切

弁、オート弁(減圧

弁)、緊急遮断弁など

牧場配水池、柏木配水池、緊急貯水槽（はなふ

る） 

電気設備 
電力設備、自家用発

電設備 

牧場配水池、柏木配水池、柏木増圧ポンプ場、

西島松増圧ポンプ場 

表-3.4.1 機械・電気設備の種類 
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(5)点検記録に必要な事項 

当該施設の点検記録については、表-3.4.2 に示す点検や電気の保安監督業務については

全て石狩東部広域水道企業団に委託しており、帳票等については業務の報告書に準じる。 

      また、表-3.4.2から表-3.4.4に示す配水地や緊急貯水槽の電動弁や増圧ポンプ場の加圧給

水ユニット等については、別途メーカーまたは職員が点検を実施するものとし、計画に基づ

き点検を実施するものとする。緊急貯水槽については、巻末-4_緊急貯水槽点検記録表にて

記録するものとする。

(6)対策 

機能診断と評価により対策が必要と判断された場合には、重要度、ライフサイクルコス

ト等を総合的に検討し修繕等を検討する。 

項目 点検施設 点検内容 

施設巡視

点 検

配水池及び増

圧ポンプ場巡

視点検 

牧場配水池、柏木配水池、柏木増圧ポンプ場、西島松増圧

ポンプ場に設置している機器類が正常に稼動しているか

どうか目視・異常音及び触手等により点検し、配水池施設

の損傷・漏水等の有無、構内への不法侵入の有無など施設

全域の状況を点検する。配水管理点検時に適宜清掃し、安

全で清潔な環境保持する。※点検周期：週 1回以上行う。

電気保安

点 検

牧場配水池 

柏木・西島松

増圧ポンプ場 

電気事業法による自家用電気工作物保安点検 

保安規程による必要な点検を行う。 

柏木配水池 
電気設備保安点検は上記点検と同等の月次点検（月１回）

及び臨時点検を行う。 

項目 点検内容 点検詳細 

ポンプ及び

電動弁等の

点検 

増圧ポンプ点検 

（給水ユニット

含む） 

柏木増圧ポンプ場、西島松増圧ポンプ場に設置してい

るポンプが適切に運用されているかを確認する。（年

１回） 

電動バルブ・緊

急遮断弁点検 

牧場・柏木配水池に設置している電動弁の動作確認と

グリスアップ等を実施する。（3～5年に 1回） 

項目 点検内容 点検詳細 

緊急遮断弁の点検 定期点検 緊急貯水槽にて設置している弁の外観点検 

表-3.4.2 石狩東部広域水道企業団への委託内容 

表-3.4.4 恵庭市で実施（予定）している点検内容 

表-3.4.3 恵庭市で今後予定している点検内容（メーカー点検） 
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3-5 計装設備 

計装設備は、日常点検、定期点検、臨時点検を通して、機能の劣化等を見いだし、設備

を常に正しい状態に復元・維持することが重要である。このために、表-2.5.1 に示すよう

な各種の点検を行う。点検頻度は、動作環境、機器の仕様、使用条件等を考慮して決定す

ることとし、種類別に「3.5.1 電磁式流量計」、「3.5.2 残留塩素計」、「3.5.3 遠方監視装

置」についてそれぞれ整理する。 

点検の種類 実施内容 

日常点検 

・運転中の機器の異音、異臭、振動、過熱、漏水、外観(傷、破損、錆

等)、指示値の確認等 

・ピット内の浸水状況、導圧管空気抜き、清掃等の軽微な点検や水質

計器の校正作業等 

定期点検 

・機器を停止して実施 

・日常点検の項目 

・各部点検清掃や消耗部品の取替え、試験校正（特性試験、ゼロ点調

整、標準液による校正、ループ試験等）、電源回路の絶縁測定等 

臨時点検 
・災害時や設備異状等が発生した場合に行う臨時的な点検 

・主に、視覚、聴覚等の五感、簡易な測定による状態確認 

表-3.5.1 点検内容（メーカー点検） 

図-3.5.1 電動バルブ（点検時） 図-3.5.2 残留塩素計（運用時） 

図-3.5.3 遠方監視装置（石東・第２庁舎へ配備） 

（参考写真） 
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3-5-1 電磁式流量計 

(1)点検目的 

電磁式流量計は、以下の事項に留意し、点検・整備を行う。電磁式流量計の点検・整備

方法を表-3.5.1 に示す。 

①信号起電力が微小のためノイズの影響を受けやすく、安定した測定を行うためには、

検出器、変換器に接地を施す必要がある。 

②電磁式流量計がピット内に設置されている場合は、浸水により水没していないかを定

期的に確認する。 

③ピット内が浸水する場合は、排水設備を設置する。 

④流量計の校正、取替時には、管路の流れを止める必要があるため、断水等の給水に影

響を与える管路ではバイパス管路を設ける。 

(2)対象施設 

 対象となる施設は、牧場・柏木配水池となる。 

(3)点検範囲 

点検としては、牧場・柏木配水池にある送水等の電磁流量計が該当する。 

(4)点検頻度 

点検・報告は、表-3.5.1のとおり、日常点検は週１回、定期点検は年１回とする。 

(5)点検記録に必要な事項 

当該施設の点検記録については、表-3.5.1 に示す点検や機器調整については全て石狩東

部広域水道企業団に委託しており、帳票等については業務の報告書に準じる。 

(6)対策 

機能診断と評価により対策が必要と判断された場合には、重要度、ライフサイクルコス

ト等を総合的に検討し、修繕等を検討する。 

点検種別 点検内容 実施頻度 

日常点検 
外観点検清掃、指示値の確認、ピット内の浸水状況 

1 週間に１回 

定期点検 

各部点検清掃、変換器特性試験（ゼロ・スパン校正含む）、

ゼロ点調整、ループ確認、設定値確認、各部電圧測定、

絶縁抵抗測定 

1 年に１回 

表-3.5.1 電磁式電流計の点検 
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3-5-2 残留塩素計 

(1)点検目的 

残留塩素計は、以下の事項に留意し、点検・整備を行う。残留塩素計の点検・整備方法

を表-3.5.2に示す。 

①回転電極の汚れ、気泡の付着は、指示値に鋭敏に影響するので注意する。汚れがひど

い場合は、分解、取り外しして、金属面を極微粒子の金属研磨剤を用いて研磨する。 

②試料水は、サンプリング配管で送られるため、配管途中に塩素を消費する物質が付着

していると測定値は低くなる。そのため、定期的に採水点と測定点で残留塩素を測定し、

測定点での残留塩素が低いような場合は配管を洗浄する。 

(2)対象施設 

 対象となる施設は、牧場・柏木配水池となる。 

(3)点検範囲 

点検としては、牧場・柏木配水池にある水質計器が該当する。 

(4)点検頻度 

点検・報告は、表-3.5.2のとおり、日常点検は週１回、定期点検は年１回とする。 

(5)点検記録に必要な事項 

当該施設の点検記録については、表-3.5.2 に示す点検や機器調整については全て石狩東

部広域水道企業団に委託しており、帳票等については業務の報告書に準じる。 

(6)対策 

機能診断と評価により対策が必要と判断された場合には、重要度、ライフサイクルコス

ト等を総合的に検討し、修繕等を検討する。 

点検種別 点検内容 実施頻度 

日常点検 
外観点検清掃（電極、回転機構部、試薬量含む）、

指示値の確認・調整 
1 週間に 1回 

定期点検 

各部点検清掃（受圧部含む）、出力特性試験（ゼ

ロ・スパン校正含む）、ゼロ点調整、ループ確

認、絶縁抵抗測定 

1 年に 1回 

表-3.5.2 残留塩素計の点検 
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3-5-3 遠方監視装置 

(1)点検目的 

遠方監視装置は、以下の事項に留意し、点検・整備を行う。遠方監視装置の点検・整備

例を表-3.5.3 に示す。 

①装置の保守は、基本的には製造者等に依頼することになるが、日常的な変化に注意し、

データとして保存することが故障時の診断情報として重要となる。 

②日常的には、周囲温度や内部温度の変化、ほこり等の設置環境に注意する。 

③データ伝送装置収納盤の内部には換気ファンがあり一定頻度でフィルターの清掃を

実施する。 

④保守終了後は、水量、水圧、水質等の計測データが中央の情報処理装置に表示されて

いるか最終確認を必ず行うことが重要である。 

⑤異なる製造者の伝送装置間で伝送を行っている場合はそれぞれの伝送装置の保守の

際、取り合いを行っている他の製造者の立会いを受けて伝送確認までを行うことが望ま

しい。 

⑥装置の周辺機器の更新時期は、機器の寿命だけでなく部品の供給期限から決まること

もあるため、予備品の確保等も考慮しておくことが必要である。 

⑦装置の周辺機器の更新の際に、新しいソフトウェアに対応できるか確認できるように

ソフトウェアのバージョン管理を行う。ソフトウェアの更新の際には、セキュリティ対

策を十分に考慮する。 

(2)対象施設 

 対象となる施設は、牧場配水池、柏木配水池、水道部上水道課、漁川浄水場となる。 

(3)点検範囲 

対象となる点検範囲としては、牧場配水池及び柏木配水池のテレメータ等の設備、漁川

浄水場のデータサーバー及び HIS（遠隔操作機器）、恵庭市にある HIS となる。 

(4)点検頻度 

点検は、表-3.5.3のとおり、日常点検は週１回、定期点検は年１回とする。 

点検種別 点検内容 実施頻度 

日常点検 
外観点検、塵埃、異音、異臭、盤内温度、表示ランプの状

態 
1週間に1回

定期点検 

各部点検（フィルター、ファン含む）、換気ファンの状態、

接続部の締め付け、バックアップ電池の確認、通信試験、

機能試験、動作試験、絶縁抵抗測定、HIS の信号試験 

1 年に 1回 

表-3.5.3 遠方監視装置の点検 
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第 4 章 水道施設の修繕計画について 

水道事業ビジョン・経営戦略において将来推計期間を長期的な 50 年間としているが、

本計画では、実施計画のため計画年数を 15 年とした。次頁以降に修繕計画を示す。 

なお、水道管の更新は令和２年３月に策定された管路更新計画に基づき実施するものと

する。 

【水道施設修繕計画】   令和３(2021)年から令和 17(2035)年 15 年間 
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水道施設点検・修繕計画（水道事業ビジョン・経営戦略準拠）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

柏木配水池
第１配水池（S54） 耐用年数60年

5,300 5,300 10,600

修 繕 修 繕

5,000 5,000 10,000

修 繕 修 繕

1,500 1,500 96,500 99,500
耐用年数
10年～15年

修 繕
清掃（点検） 清掃（点検）

第２配水池（H8） 耐用年数60年

4,000 4,000

修 繕

6,000 6,000

修 繕

1,500 1,500 67,500 70,500
耐用年数
10年～15年

修 繕
清掃（点検） 清掃（点検）

機器・計装等

500 500 500 500 2,000
耐用年数
3年～5年程度

更 新 更 新 更 新 更 新

2,300 1,500 1,000 500 5,300

修 繕 修 繕 修 繕 修 繕

9,100 9,100 18,200
耐用年数
10年～25年

更 新 更 新
委託業務に含む

1,600 1,600 3,200
耐用年数
10年～25年

更 新 更 新
委託業務に含む

8,000 600 8,000 16,600
耐用年数
10年～25年

更 新 修 繕 更 新
委託業務に含む

3,000 7,200 10,200
耐用年数
15年～23年

更 新 更 新
委託業務に含む

10,000 10,000

新 設

点 検

点 検

点 検

点 検

内面
（点検）5年毎
（塗装）10年～15年

フェンス -

自動水質計器 （点検）毎年

点 検（石東委託）

テレメーター （点検）毎年

点 検（石東委託）

流量計 （点検）毎年

点 検（石東委託）

水位計 （点検）毎年

点 検（石東委託）

UPS （更新）4年～5年に1回程度

電動バルブ （点検）3～5年に1回

外壁補修
（点検）毎年
（外壁補修）10年～15年

内面
（点検）5年毎
（塗装）10年～15年

屋上防水
（点検）毎年
（屋根防水）10年～15年

屋上防水
（点検）毎年
（屋根防水）10年～15年

外壁補修
（点検）毎年
（外壁補修）10年～15年

計画年次

単位：千円

施設名称 施設細別 点検種別 点検修繕頻度 概算
費用

備 考
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水道施設点検・修繕計画（水道事業ビジョン・経営戦略準拠）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

計画年次

単位：千円

施設名称 施設細別 点検種別 点検修繕頻度 概算
費用

備 考

牧場配水池
第１配水池（S48） 耐用年数60年

5,000 5,000 10,000

修 繕 修 繕
※自前点検

5,000 5,000

修 繕
※自前点検

90,000 1,500 1,500 93,000

修 繕
清掃（点検） 清掃（点検）

第２配水池（H6） 耐用年数60年

1,100 5,000 6,100

修 繕 修 繕
※自前点検

6,000 6,000 12,000

修 繕 修 繕
※自前点検

90,000 1,500 1,500 93,000

修 繕
清掃（点検） 清掃（点検）

機器・計装等

500 500 500 500 2,000
耐用年数
3年～5年程度

更 新 更 新 更 新 更 新

2,000 1,200 3,800 500 1,500 9,000

修 繕 修 繕 修 繕 修 繕 修 繕 修 繕

1,900 30,000 1,900 33,800
耐用年数
15年～40年

修 繕 更 新 修 繕

13,100 13,100 26,200
耐用年数
10年～25年

更 新 更 新
委託業務に含む

1,600 1,600 3,200
耐用年数
10年～25年

更 新 更 新
委託業務に含む

8,000 600 8,000 16,600
耐用年数
10年～25年

更 新 修 繕 更 新
委託業務に含む

3,000 16,000 19,000
耐用年数
15年～23年

修 繕 更 新
委託業務に含む

点 検

点 検

流量計 （点検）毎年

点 検（石東委託）

点 検

点 検

自動水質計器 （点検）毎年

点 検（石東委託）

テレメーター （点検）毎年

点 検（石東委託）

水位計 （点検）毎年

点 検（石東委託）

電動バルブ （点検）3～5年に1回

自家発電設備 （点検）隔月

内面
（点検）5年毎
（塗装）10年～15年

UPS （更新）4年～5年に1回程度

屋上防水
（点検）毎年
（屋根防水）10年～15年

外壁補修
（点検）毎年
（外壁補修）10年～15年

外壁補修
（点検）毎年
（外壁補修）10年～15年

内面
（点検）5年毎
（塗装）10年～15年
（点検）5年毎

屋上防水
（点検）毎年
（屋根防水）10年～15年
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水道施設点検・修繕計画（水道事業ビジョン・経営戦略準拠）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

計画年次

単位：千円

施設名称 施設細別 点検種別 点検修繕頻度 概算
費用

備 考

増圧ポンプ場
柏木増圧ポンプ場 H16

5,000 5,000

修 繕

109,000 200 200 300 109,700
耐用年数
15年～30年

更 新 修 繕 修 繕 修 繕

西島松増圧ポンプ場 H24

5,000 5,000 10,000

修 繕 修 繕

200 200 300 120,000 120,700
耐用年数
15年～30年

修 繕 修 繕 修 繕 更 新

監視制御
設備

45,500 45,500 91,000
耐用年数
15年～23年

更 新 更 新
委託業務に含む

3,600 3,600 7,200
耐用年数
15年～23年

更 新 更 新 更 新
委託業務に含む

緊急貯水槽
はなふる緊急貯水槽 R2

1,100 28,000 122,200 4,100 94,400 102,600 103,900 3,000 153,000 7,700 29,900 18,900 106,900 69,500 93,400 938,600

監視制御装置
（点検）5年毎（部分補修含）
（更新）機器故障発生時

点 検（石東委託）

点 検

ポンプ設備 （点検）毎年

合   計

監視制御PC
（点検）5年毎（部分補修含）
（更新）機器故障発生時

点 検（石東委託）

点 検

（点検）毎年
（屋根防水）10年～15年
（外壁補修）10年～15年

屋根/外壁

点 検

屋根/外壁
（点検）毎年
（屋根防水）10年～15年
（外壁補修）10年～15年

点 検

点 検

（点検）毎年ポンプ設備
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第 5 章 今後の課題 

(1)水道施設台帳の電子化 

水道法改正に伴って水道施設台帳の整備が義務化されたため、施設に係る資料等を完全

電子化し、来年度予定している上下水道台帳システムに取り込んで一元化する。 

(2)非耐震化管路の調査・検討 

老朽化した水道管からの漏水を早期に把握するため、上下水道台帳システムの整備とあ

わせて整備予定の IoT 技術を活用した管路音圧システムを導入し、水道管からの漏水状況

を調査・検討する。 

(3)既設の配水管理システムを活用した流量データ等の分析の実施 

既設の配水管理システムを利用し、平常時の流量や漏水発生時の流量の傾向を分析し、

配水量のデータで漏水予測が可能かを調査・検討する。 
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巻末資料 
    巻末-1_コンクリート構造物点検記録表 

    巻末-2_管路・バルブ類点検記録表 

    巻末-3_水管橋（添架管）点検記録表 

    巻末-4_緊急貯水槽点検記録表 

        巻末-その他_コンクリートの不良・劣化について 
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有 無

ジャンカ、コールドジョイント

ひび割れ

浮き、剥離

錆汁、エフロレッセンス

鉄筋露出、鉄筋腐食

漏水

沈下、変形

その他（　　　　　　 ）

管・バルブ類の腐食、変形

タラップの腐食、変形

手すりの腐食、変形

その他（　　　　　　 ）

ジャンカ、コールドジョイント

ひび割れ

浮き、剥離

錆汁、エフロレッセンス

鉄筋露出、鉄筋腐食

漏水

沈下、変形

その他（　　　　　　 ）

ひび割れ

浮き、剥離

表面劣化

その他（　　　　　　 ）

管・バルブ類の腐食、変形

タラップの腐食、変形

手すりの腐食、変形

その他（　　　　　　 ）

施錠状態

門扉・フェンス

樹木・植栽・除草

舗装・法面・排水設備(側溝等)

清掃・片づけ状況

不法投棄・不法占用

その他（　　　　　　 ）

点検日

点検者

特筆事項

修繕内容

次回点検予定　20＊＊年〇月●日

管
理
用
地

異 状 の 有 無
種　　別 点 検 項 目 異 状 の 部 位 ・ 状 況

施設名称

コ
ン
ク
リ
ー
ト

付
属
設
備

水
槽
外
部

水
槽
外
部

コ
ン
ク
リ
ー
ト

付
属
設
備

防
水
塗
装

コンクリート構造物点検記録表

管理番号
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巻末-1_コンクリート構造物点検記録表



管路・バルブ類点検記録表

有 無

□ 外観（破損・腐食）

□ 据付状態（ガタツキ）

□ 開閉操作性

□ 舗装状態（不陸・段差）

□ 埋没・水没

□ 清掃・排水

□ 外面塗装の剥離・錆・腐食

□ フランジ部・接続部漏水

□ グランド部漏水

□ 弁座部漏水

□ 空気孔部漏水 空気弁

□ ボルト・ナット緩み

□ ボルト・ナット腐食

□ 開度計の汚れ・指示

□ 解放ギア駆動部

□ キャップ軸・中間軸の曲がり

□ 異常音・異常振動 ※音聴棒等による確認

□ 開閉状況確認

□ 開閉操作状況

□ 全開・閉時の漏水 ※基本的には全閉しない

□ 圧力計指示機能 ※減圧弁

□ 主弁の開度 ※減圧弁

□ 止弁の開度 ※減圧弁

□ 表示状況の異常の有無

□ 盤内の状況

制御状況

計装設備

次回点検予定　20＊＊年〇月●日

管理番号 点検日

施設名称 点検者

種　　別 点 検 項 目
異 状 の 有 無

布設年度

口径 種別

緯度

対象

住所

経度

異 状 の 部 位 ・ 状 況

使用状況

機能点検

外観
（目視等）

模式図等

特筆事項

修繕内容

弁きょう鉄蓋

弁きょう回り

弁室・弁きょう
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巻末-2_管路・バルブ類点検記録表



水管橋（添架管）点検記録表

点検日

点検者

リング

サポート

サドル

サポート

添架

支持金物

落橋防止

構造

□　必要（内容を記入）

水管橋等台帳番号

種　別 点　検　項　目 評　　価

上部工主構部

漏水の有無 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

空気弁

漏水の有無 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

変形の有無及び腐食 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

変形の有無及び腐食 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

空気弁断熱材の損傷 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

伸縮管

漏水の有無 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

変形の有無及び腐食 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

伸縮管の変位状況 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

□Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

変形の有無及び腐食 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

歩廊
外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

変形の有無及び腐食 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

進入防止柵
外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

変形の有無及び腐食 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

支承

支承機能（スライド状況） □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

変形の有無及び腐食 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

Ｃ：今後継続して損傷調査が必要

Ｄ：現状では大きな問題はない

Ｎ：未点検又は不明（具体的理由を記入）

□Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

管理用地 フェンス、無断使用、不法投棄等 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

橋脚

コンクリートのひび割れ、鉄筋の露出 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

傾きの有無 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

外面塗装の状況（剥離、発錆）

特筆事項・その他
（評価Ａ,Ｂ,Ｎの場合）

□　不要Ｂ：詳細調査を実施し、修繕工事等の必要性の検討が必要（具体的状況を記入）

次回：20**/*/*を予定

修理依頼

外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

変形の有無及び腐食 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

変形の有無及び腐食 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

外面塗装の状況（剥離、発錆） □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

変形の有無及び腐食

水管橋等の名称

上
部
工
付
属
施
設

下部工

評価の記入方法

Ａ：損傷に著しい箇所があり、早急な修繕工事が必要（具体的状況を記入）

コンクリートのひび割れ、鉄筋の露出 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

沈下の有無 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ
橋台

アンカーボルトの変形及び腐食 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

調整モルタルの状況（割れ、隙間） □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ

沓座面のコンクリートの状況 □Ａ　□Ｂ　□Ｃ　□Ｄ　□Ｎ
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巻末-3_水管橋（添架管）点検記録表



緊急貯水槽点検記録表　

所属/受託者

点検周期

貯水槽外部

貯水槽内部

点検者

(空にして実施)

管理用地 車止め、不法投棄等 □無 □有 □不明

特記事項 修繕依頼をする場合

（異常が著しい場合） 担当部門：

発電機の試運転及び機能確認 □無 □有 □不明

上屋
外観（損傷、変形、腐食、塗装等） □無 □有 □不明

堆砂、汚れ □無 □有 □不明 □清掃実施

通水試験 □無 □有 □不明

ポンプの試運転及び機能確認 □無 □有 □不明

バルブ、蛇口等の作動状況 □無 □有 □不明

ホース類の良否 □無 □有 □不明

弁室の水没、土砂溜り □無 □有 □不明 □清掃実施

非常用給水設備

数量（別紙チェックリスト参照） □無 □有 □不明

外観（損傷、変形、腐食、塗装等） □無 □有 □不明

給水弁

外観（腐食、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、漏水等） □無 □有 □不明

開閉状況 □無 □有 □不明

作動状況 □無 □有 □不明

□無 □有 □不明

人孔
鉄蓋の据付、周囲の舗装 □無 □有 □不明

人孔の水没、土砂溜り、破損 □無 □有 □不明 □清掃実施

□無 □有 □不明

弁室の水没、土砂溜り、破損 □無 □有 □不明

消火栓
外観（腐食、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、漏水等） □無 □有 □不明

開閉状況

□無 □有 □不明

弁室の水没、土砂溜り □無 □有 □不明 □清掃実施

空気弁

外観（腐食、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、漏水等） □無 □有 □不明

開閉状況付

属

設

備

緊急遮断弁

外観（腐食、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、漏水等） □無 □有 □不明

6カ月毎

開閉状況 □無 □有 □不明

作動状況

□無 □有 □不明

配管及び支持金物の腐食 □無 □有 □不明

堆砂、夾雑物
キョウザツブツ □無 □有 □不明 □清掃実施

□無 □有 □不明

漏水の有無 □無 □有 □不明
必
要
に
応
じ

内面塗装の状況（剥離、発錆） □無 □有 □不明

変形の有無及び腐食

貯

水

槽

水質検査
残留塩素濃度(0.1ppm以上) □無 □有 □不明

6カ月毎濁度(2度以下) □無 □有 □不明

漏水の有無

貯水施設の名称

種　別 点検項目 異常の有無 異常の状況

点検日

点検者
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巻末-4_緊急貯水槽点検記録表



巻末-その他 コンクリートの不良・劣化について(1/2) 
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巻末-その他 コンクリートの不良・劣化について



巻末-その他 コンクリートの不良・劣化について(2/2) 
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巻末-その他 コンクリートの不良・劣化について
(End)


